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第　　　　号
年　　月　　日
様
豊郷町長

年度豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金交付決定通知書

年　　月　　日付け　　第　　号で申請のあった豊郷町インバウンド宿泊施設整備費補助金については、豊郷町補助金等交付規則第6条の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知する。
1　この補助金等の交付の対象となる事業の内容は、申請書記載のとおりとする。
2　補助金の決定額は、次のとおりとする。
金　　　　　　　　　　円
3　補助事業者等または間接補助事業者等は、豊郷町補助金等交付規則に従わなければならない。
4　条件
(1) [bookmark: 13000506901000000009][bookmark: 13000506901000000013] 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、豊郷町インバウンド宿泊施設整備事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) [bookmark: 13000506901000000017] 補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ承認を受けなければならない。この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合は、補助を受けた金額の範囲内においてその収入の全額または一部を町に納付させることができる。
[bookmark: 13000506901000000021](3) 補助事業者は、補助事業により取得し、または価値の増加した財産をこの補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け、または担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
[bookmark: 13000506901000000100](4) 補助事業者は、補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(5) 補助事業者は、旅館業法第3条に掲げる許可を受けなければならない。
